
 平成２８年度 第３回品川区総合教育会議次第 

平成２８年１２月２０日(火)午後 4時～  

品川区役所議会棟 6 階第一委員会室

司会：総務部長 

１．開  会        

２．あいさつ  品川区長・教育委員長 

３．出席者紹介 

４．議  題  議事進行：区長 

（１）教育委員会からの協議・報告事項について 

   ①協議 

    ・子供達の目指すべき姿（品川区の目指す児童・生徒像）について 

    ・オリンピック・パラリンピック教育について 

   ②報告 

    ・学事制度審議会について 

（２）その他 

５．閉 会



平成 28年度第３回品川区総合教育会議出席者

1.出席者

品川区長 濱野 健

品川区教育委員会

 委員長 菅谷 正美

 委員長職務代理者 鈴木 敏夫

 委員  冨尾 則子

    委員 海沼 マリ子

 教育長 中島 豊

2.区理事者

総務部：総務部長 田村信二、総務課長 久保田善行（事務局）

教育委員会事務局：教育次長 本城善之、庶務課長 品川義輝

            学校計画担当課長 篠田英夫

学務課長 有馬勝、指導課長 熊谷恵子

教育総合支援センター長 村尾勝利

品川図書館長 木村浩一



品川区教育委員会の教育目標および基本方針 

平成 25年 11 月 26 日 教育委員会決定 

（平成 28 年 4 月 1 日 義務教育学校設立に伴い文言修正） 

教 育 目 標 

品川区教育委員会は、次代を担う子どもたちが、心身ともに健康で知性と感性に富み、人間性豊かに成

長し、希望に満ち自らの未来を切り拓いていけるよう、以下の教育目標を定める。 

１  日本国憲法および教育基本法の精神とともに、人権尊重都市品川宣言（平成 5年 4月 28日制定）の

考え方を基本に、教育活動全体を通じてあらゆる偏見や差別をなくし、子どもたち一人ひとりが、かけが

えのない人間として尊重されるよう、人権教育を推進する。 

２  子どもたちが、自主・自律の志をもち、自信に満ちた人生を創造できるよう、小中一貫教育を推進し、

基礎学力、思考力、判断力、表現力等を身に付けさせる。また、義務教育と就学前教育との接続を滑ら

かにし、成長・発達に応じた基本的な生活習慣の定着を図る。 

３  2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に合わせ、子どもたちの体力や運動能力の向

上を図るため、学校における体育、スポーツ活動の充実とともに、運動習慣の定着に向けた取り組みを

強化する。また、国際社会に対応した人材を育成するため、日本の伝統・文化理解を基盤とする国際理

解教育を一層推進するとともに、区立学校における英語教育をさらに充実させ、子どもたちのコミュニケ

ーション能力等の向上を目指す。 

４  家庭教育は、教育の原点であり、子どもたちは、家庭や地域の中で成長することを踏まえ、家庭・学

校・地域が、教育の担い手として役割と責任を果たし、子どもたちの発達段階に合わせて相互補完しな

がら、それぞれの立場で連携を強化し支援する。また、家庭の教育力を向上させるため、行政が積極的

に情報提供するなどして家庭教育への支援を実施する。 

５  子どもたちはもとより、区民が、自己実現を図ることのできる機会を提供するため、伝統・文化の理解・

継承・発展とともに、文化財の保護・活用を推進する。また、生涯を通じて読書に親しめるよう図書館環

境の充実を図る。 
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【参考】





 次に掲げる事項について、下記理由を添えて諮問します。 

義務教育９年間の一貫教育のさらなる充実および地域との連携強化に向け、区立学

校における適正な教育環境を確保するための方策について 

平成 28 年 10 月 27 日 

                               品川区教育委員会 

教育長  中 島   豊 

＜理由＞ 

 平成 11 年度に「品川区の教育改革プラン 21」を策定し、学校選択制、外部評

価制度、学力定着度調査、さらには小中一貫教育の実施などの教育改革に取り

組み、義務教育の質の向上に努めてきた。十数年が経過した現在、教育改革の

取り組みは定着し、充実期に移ったと言える。 

また、国では教育委員会制度の改正をはじめ、義務教育学校制度の法制化等、

教育に関する制度は大きな転機を迎えている。 

区ではこうした転機を捉え、教育改革の成果を踏まえつつ新しい「品川教育」

を創生する「品川教育ルネサンス-For The Next Generation-」を進めている。

具体的には、義務教育学校の設置と義務教育９年間の教育体制の構築、コミュ

ニティ・スクールの推進、教育要領の策定と教育課題への対応などに取り組ん

でいく。 

一方では、近年、大規模開発などの影響もあり、一部の学区域で就学人口の

増加が著しく、今後の区立学校の受入体制の確保は重要な課題となっている。

加えて、学校選択制のあり方や、校舎の老朽化などの検討も必要である。 

以上、学校を取り巻く教育環境は大きく変化してきていることから、将来の

区立学校における教育環境について幅広く調査・検討を行うことが必要である。 

 ＜審議事項＞ 

① 将来の就学人口動向等を踏まえ、地域とともに義務教育９年間の一貫教育

を一層推進していくうえで望ましい学区域、学校選択制、学校規模および

学校種・地域バランスのあり方について 

② ①を踏まえた今後の学校改築の考え方について 

③ 上記事項を実現するための方策について 

＜審議期間＞ 

適宜中間報告のうえ、平成 30 年３月までに諮問事項に関する答申をお願いしたい。 
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